
別記様式第27号（第35条関係）

（表）

第 号

身 分 証 明 書

写 真 官 職

氏 名

54.0

上記の者は、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我

が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第20条第

１項の規定による立入検査に従事する警察職員であることを証明する。

年 月 日

公安委員会 印

85.6

（裏）

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が

実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法（抜粋）

（立入検査等）

第20条 略

２ 前項の規定による立入検査又は質問をする警察職員は、その身分を示す

証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければな

らない。

３ 略

備考 図示の長さの単位は、ミリメートルとする。


